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(57)【要約】
【課題】掃除機本体にハンドル体が取り付けられた状態
で収納された場合であってもコンパクトに収納すること
ができるとともに、簡単な操作でハンディ型の電気掃除
機及びスティック型の電気掃除機の両方で使用すること
ができ、使い勝手のよい電気掃除機の提供。
【解決手段】吸引風を発生させる電動送風機と、電動送
風機を駆動する駆動スイッチと、を内蔵する掃除機本体
と、掃除機本体に着脱自在に接続されるハンドル体と、
を備え、ハンドル体は、駆動スイッチを操作する操作部
を有する保持部と、保持部と回動自在に接続されており
、掃除機本体に着脱自在に接続される接続部と、保持部
に内蔵されており、操作部の動作に連動して動作する第
１のロッドと、接続部に内蔵されており、第１のロッド
の動作に連動して動作し、駆動スイッチを機械的に操作
する第２のロッドと、から構成されている電気掃除機。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸引風を発生させる電動送風機と、前記電動送風機を駆動する駆動スイッチと、を内蔵
する掃除機本体と、前記掃除機本体に着脱自在に接続されるハンドル体と、を備え、前記
ハンドル体は、前記駆動スイッチを操作する操作部を有する保持部と、前記保持部と回動
自在に接続されており、前記掃除機本体に着脱自在に接続される接続部と、前記保持部に
内蔵されており、前記操作部の動作に連動して動作する第１のロッドと、前記接続部に内
蔵されており、前記第１のロッドの動作に連動して動作し、前記駆動スイッチを機械的に
操作する第２のロッドと、から構成されている電気掃除機。
【請求項２】
　前記第１のロッドは、前記第１のロッドの前記第２のロッド側の先端が前記保持部の前
記接続部側の端部から突出しないように構成されている請求項１記載の電気掃除機。
【請求項３】
　前記ハンドル体には、前記ハンドル体を前記掃除機本体に着脱させる着脱操作部が設け
られており、前記第２のロッドは、前記着脱操作部が操作され、前記ハンドル体が前記掃
除機本体から取り外される際に、前記着脱操作部の操作に連動して動作し、前記駆動スイ
ッチを機械的に停止させる請求項１または２に記載の電気掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気掃除機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の電気掃除機においては、掃除機本体と、掃除機本体の後部に着脱自在に接続され
るハンドル体とを備え、階段などの比較的高くなっている場所を掃除する場合は、掃除機
本体からハンドル体を取り外して使用するとともに、床等を掃除する場合は、掃除機本体
にハンドル体を取り付けて使用する構成が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　すなわち、図６に示すように、従来の電気掃除機（図示せず）は、吸引風を発生させる
電動送風機１０１を内蔵する掃除機本体１０２と、掃除機本体１０２の後部に着脱自在に
接続されるハンドル体１０３と、から構成されている。掃除機本体１０２には、階段など
の比較的高くなっている場所を掃除する際に使用者が保持する第１の把持部１０４が設け
られており、この第１の把持部１０４の近傍には電動送風機１０１を駆動する第１のスイ
ッチ（図示せず）が配置されている。また、掃除機本体１０２の後部には、電動送風機１
０１を駆動する第２のスイッチ１０５が内蔵されている。ハンドル体１０３の先端には、
床等を掃除する際に使用者が保持する第２の把持部１０６が設けられており、この第２の
把持部１０６には、第２のスイッチ１０５を操作する操作部１０７が設けられている。ま
た、ハンドル体１０３には、操作部１０７の動作に従動してハンドル体１０３の軸方向に
摺動し、掃除機本体１０２の後部に内蔵された第２のスイッチ１０５を機械的に開閉操作
する操作棒１０８が内蔵されている。
【０００４】
　そして、従来の電気掃除機（図示せず）においては、階段などの比較的高くなっている
場所を掃除する場合は、掃除機本体１０２からハンドル体１０３を取り外した状態で、使
用者が第１のスイッチ（図示せず）を操作することで電動送風機１０１が駆動されるよう
に構成されている。また、床等を掃除する場合は、掃除機本体１０２にハンドル体１０３
を取り付けた状態で、使用者が操作部１０７を操作することで、操作棒１０８が操作部１
０７の動作に従動してハンドル体１０３の軸方向に摺動するとともに、操作棒１０８が第
２のスイッチ１０５を押圧し、電動送風機１０１が駆動されるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１５７４６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来の電気掃除機においては、電気掃除機の使い勝手を向上させる
という観点からは未だ改善の余地があった。
【０００７】
　すなわち、上記の従来の電気掃除機においては、掃除機本体にハンドル体を取り付けた
状態で電気掃除機を収納した場合、掃除機本体に対してハンドル体を折り曲げて収納する
ことができないため、電気掃除機の高さが高くなってしまい、電気掃除機を収納しにくい
場合があった。また、掃除機本体からハンドル体を取り外して電気掃除機を収納する場合
、電気掃除機を収納するために掃除機本体からハンドル体を取り外す必要があり、電気掃
除機を収納するための操作手順が多くなってしまい、電気掃除機の収納に手間がかかる場
合があった。
【０００８】
　本発明は、上記従来技術の有する課題に鑑みてなされたものであり、掃除機本体にハン
ドル体を取り付けた状態で収納する場合であってもコンパクトに収納することができると
ともに、簡単な操作でハンディ型の電気掃除機及びスティック型の電気掃除機の両方で使
用することができ、使い勝手のよい電気掃除機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記従来技術の有する課題を解決するために、本発明は、吸引風を発生させる電動送風
機と、電動送風機を駆動する駆動スイッチと、を内蔵する掃除機本体と、掃除機本体に着
脱自在に接続されるハンドル体と、を備え、ハンドル体は、駆動スイッチを操作する操作
部を有する保持部と、保持部と回動自在に接続されており、掃除機本体に着脱自在に接続
される接続部と、保持部に内蔵されており、操作部の動作に連動して動作する第１のロッ
ドと、接続部に内蔵されており、第１のロッドの動作に連動して動作し、駆動スイッチを
機械的に操作する第２のロッドと、から構成されている電気掃除機を提供する。
【００１０】
　上述のように、本発明の電気掃除機においては、ハンドル体は、駆動スイッチを操作す
る操作部を有する保持部と、保持部と回動自在に接続されており、掃除機本体に着脱自在
に接続される接続部と、保持部に内蔵されており、操作部の動作に連動して動作する第１
のロッドと、接続部に内蔵されており、第１のロッドの動作に連動して動作し、駆動スイ
ッチを機械的に操作する第２のロッドと、から構成されているものである。
【００１１】
　これにより、掃除機本体にハンドル体を取り付けた状態で収納する場合であっても、ハ
ンドル体を折りたたんで収納することができるため、電気掃除機をコンパクトに収納する
ことができ、電気掃除機の使い勝手を向上させることができる。また、掃除機本体にハン
ドル体を着脱するだけで、ハンディ型の電気掃除機及びスティック型の電気掃除機の両方
で使用することができるため、簡単な操作でハンディ型の電気掃除機及びスティック型の
電気掃除機の両方で使用することができ、電気掃除機の使い勝手を向上させることができ
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の電気掃除機によれば、掃除機本体にハンドル体が取り付けられた状態で収納さ
れた場合であってもコンパクトに収納することができるとともに、簡単な操作でハンディ
型の電気掃除機及びスティック型の電気掃除機の両方で使用することができ、電気掃除機
の使い勝手を向上させることができるようになる。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】（ａ）本発明の電気掃除機の実施の形態１におけるハンドル体を伸ばして掃除機
本体から取り外した状態を示す全体斜視図、（ｂ）本発明の電気掃除機の実施の形態１の
使用状態を示す全体斜視図
【図２】（ａ）本発明の電気掃除機の実施の形態１におけるハンドル体を折りたたんで掃
除機本体から取り外した状態を示す全体側面図、（ｂ）本発明の電気掃除機の実施の形態
１の収納状態を示す全体斜視図
【図３】（ａ）本発明の電気掃除機の実施の形態１における操作部のオフ状態を示す部分
拡大図、（ｂ）本発明の電気掃除機の実施の形態１における操作部のオフ状態を示す主要
部断面図、（ｃ）本発明の電気掃除機の実施の形態１における操作部のオン状態を示す部
分拡大図、（ｄ）本発明の電気掃除機の実施の形態１における操作部のオン状態を示す主
要部断面図
【図４】（ａ）本発明の電気掃除機の実施の形態１における操作部がオフ状態のときの駆
動スイッチの状態を示す部分断面図、（ｂ）本発明の電気掃除機の実施の形態１における
操作部がオン状態のときの駆動スイッチの状態を示す部分断面図
【図５】（ａ）本発明の電気掃除機の実施の形態１における着脱操作部が操作されていな
い状態を示す接続部の拡大図、（ｂ）本発明の電気掃除機の実施の形態１における着脱操
作部が操作されていない状態を示す接続部の部分断面図、（ｃ）本発明の電気掃除機の実
施の形態１における着脱操作部が操作されていない状態での操作部の拡大図、（ｄ）本発
明の電気掃除機の実施の形態１における着脱操作部が操作された状態を示す接続部の拡大
図、（ｅ）本発明の電気掃除機の実施の形態１における着脱操作部が操作された状態を示
す接続部の断面図、（ｆ）本発明の電気掃除機の実施の形態１における着脱操作部が操作
された状態での操作部の拡大図
【図６】従来の電気掃除機を示す部分断面図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　第１の発明は、吸引風を発生させる電動送風機と、電動送風機を駆動する駆動スイッチ
と、を内蔵する掃除機本体と、掃除機本体に着脱自在に接続されるハンドル体と、を備え
、ハンドル体は、駆動スイッチを操作する操作部を有する保持部と、保持部と回動自在に
接続されており、掃除機本体に着脱自在に接続される接続部と、保持部に内蔵されており
、操作部の動作に連動して動作する第１のロッドと、接続部に内蔵されており、第１のロ
ッドの動作に連動して動作し、駆動スイッチを機械的に操作する第２のロッドと、から構
成されている電気掃除機としたものである。
【００１５】
　これにより、掃除機本体にハンドル体が取り付けられた状態で収納された場合であって
も、ハンドル体を折りたたんで収納することができるため、電気掃除機をコンパクトに収
納することができ、電気掃除機の使い勝手を向上させることができる。また、掃除機本体
にハンドル体を着脱するだけで、ハンディ型の電気掃除機及びスティック型の電気掃除機
の両方で使用することができるため、簡単な操作でハンディ型の電気掃除機及びスティッ
ク型の電気掃除機の両方で使用することができ、電気掃除機の使い勝手を向上させること
ができる。
【００１６】
　第２の発明は、特に第１の発明において、第１のロッドは、第１のロッドの第２のロッ
ド側の先端が保持部の接続部側の端部から突出しないように構成されているものである。
【００１７】
　これにより、第１のロッドが動作するストロークを確保できるとともに、操作部の位置
に関わらずハンドル体を折りたたむことができ、使い勝手のよい電気掃除機を提供するこ
とができる。
【００１８】
　第３の発明は、特に第１及び第２の発明において、ハンドル体には、ハンドル体を掃除
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機本体に着脱させる着脱操作部が設けられており、第２のロッドは、着脱操作部が操作さ
れ、ハンドル体が掃除機本体から着脱される際に、着脱操作部の操作に連動して動作し、
駆動スイッチを機械的に停止させる構成としたものである。
【００１９】
　これにより、ハンドル体が着脱操作部の操作に連動して動作するため、掃除機本体から
ハンドル体を取り外す際に、第２のロッドが掃除機本体に引っかかることがなく、掃除機
本体からハンドル体を確実に取り外すことができるとともに、掃除機本体にハンドル体を
取り付ける際にも、第２のロッドが掃除機本体に引っかかることがなく、掃除機本体にハ
ンドル体を確実に取り付けることができ、電気掃除機の使い勝手を向上させることができ
る。また、ハンドル体が取り外されることで、第２のロッドが駆動スイッチを機械的に停
止させるため、電気掃除機の運転状態に関わらず確実に電気掃除機の運転を停止させるこ
とができる安全性の高い電気掃除機を提供することができる。
【００２０】
　以下、図面を参照しながら本発明の電気掃除機の好適な実施形態について詳細に説明す
る。なお、以下の説明では、同一または相当部分には同一符号付し、重複する説明は省略
する。
【００２１】
　（実施の形態１）
　本発明の電気掃除機の実施の形態１について、図１～５を用いて説明する。
【００２２】
　図１（ａ）は、本発明の電気掃除機の実施の形態１におけるハンドル体を伸ばして掃除
機本体から取り外した状態を示す全体斜視図、図１（ｂ）は、本発明の電気掃除機の実施
の形態１の使用状態を示す全体斜視図である。また、図２（ａ）は、本発明の電気掃除機
の実施の形態１におけるハンドル体を折りたたんで掃除機本体から取り外した状態を示す
全体側面図、図２（ｂ）は、本発明の電気掃除機の実施の形態１の収納状態を示す全体斜
視図である。さらに、図３（ａ）は、本発明の電気掃除機の実施の形態１における操作部
のオフ状態を示す部分拡大図、図３（ｂ）は、本発明の電気掃除機の実施の形態１におけ
る操作部のオフ状態を示す主要部断面図、図３（ｃ）は、本発明の電気掃除機の実施の形
態１における操作部のオン状態を示す部分拡大図、図３（ｄ）は、本発明の電気掃除機の
実施の形態１における操作部のオン状態を示す主要部断面図である。また、図４（ａ）は
、本発明の電気掃除機の実施の形態１における操作部がオフ状態のときの駆動スイッチの
状態を示す部分断面図、図４（ｂ）は、本発明の電気掃除機の実施の形態１における操作
部がオン状態のときの駆動スイッチの状態を示す部分断面図である。さらに、図５（ａ）
は、本発明の電気掃除機の実施の形態１における着脱操作部が操作されていない状態を示
す接続部の拡大図、図５（ｂ）は、本発明の電気掃除機の実施の形態１における着脱操作
部が操作されていない状態を示す接続部の部分断面図、図５（ｃ）は、本発明の電気掃除
機の実施の形態１における着脱操作部が操作されていない状態での操作部の拡大図、図５
（ｄ）は、本発明の電気掃除機の実施の形態１における着脱操作部が操作された状態を示
す接続部の拡大図、図５（ｅ）は、本発明の電気掃除機の実施の形態１における着脱操作
部が操作された状態を示す接続部の断面図、図５（ｆ）は、本発明の電気掃除機の実施の
形態１における着脱操作部が操作された状態での操作部の拡大図である。
【００２３】
　図１及び図２に示すように、電気掃除機１００は、吸引風を発生させる電動送風機（図
示せず）と、電動送風機（図示せず）を駆動する駆動スイッチ１ａ（図３（ｂ）及び（ｄ
）参照）とを内蔵する掃除機本体１と、掃除機本体１に着脱自在に接続されるハンドル体
２と、掃除機本体１に着脱自在に接続されるとともに、被清掃面の塵埃を吸引する吸込具
３と、から構成されている。また、掃除機本体１の電動送風機（図示せず）の上流側には
、電動送風機（図示せず）によって発生された吸引風によって吸引された塵埃を捕集する
集塵部４が設けられている。
【００２４】



(6) JP 2012-90761 A 2012.5.17

10

20

30

40

50

　掃除機本体１には、使用者が掃除機本体１からハンドル体２を取り外して、電気掃除機
１００をハンディ型の電気掃除機として使用する場合に、使用者が保持する本体把持部５
が形成されている。また、本体把持部５には、電気掃除機１００をハンディ型の電気掃除
機として使用した際に、電動送風機（図示せず）を駆動させる電源スイッチ６が設けられ
ている。
【００２５】
　ハンドル体２は、使用者が掃除機本体１にハンドル体２を取り付けて、電気掃除機１０
０をスティック型の電気掃除機として使用する場合に、使用者が保持するハンドル体把持
部７を有する保持部８と、掃除機本体１に着脱自在に接続される接続部９と、から構成さ
れており、保持部８と接続部９とは、回動軸１０で回動自在に接続されるとともに、回動
軸１０で折り曲げ可能な構成とされている。
【００２６】
　図３（ｂ）及び（ｄ）に示すように、保持部８のハンドル体把持部７の近傍には、電気
掃除機１００をスティック型の電気掃除機として使用した際に、駆動スイッチ１ａを操作
する操作部１１が設けられている。また、保持部８には、操作部１１の動作に連動して動
作する第１のロッド１２が内蔵されている。さらに、接続部９には、第１のロッド１２の
動作に連動して動作し、駆動スイッチ１ａを機械的に操作する第２のロッド１３が内蔵さ
れている。
【００２７】
　第１のロッド１２及び第２のロッド１３は、保持部８が接続部９に対して伸ばされた状
態（図１（ｂ）に示す状態）のときに、第１のロッド１２の第２のロッド１３側の端部と
第２のロッド１３の第１のロッド１２側の端部とが当接するとともに、保持部８が接続部
９に対して折りたたまれた状態（図２（ｂ）に示す状態）のときに、第１のロッド１２の
第２のロッド１３側の端部と第２のロッド１３の第１のロッド１２側の端部とが離間する
ように構成されている。また、第１のロッド１２は、第１のロッド１２の動作状態に関わ
らず、第１のロッド１２の第２のロッド１３側の先端が保持部８の接続部９側の端部から
突出しないように構成されている。さらに、第１のロッド１２は、第１のロッド１２のハ
ンドル体把持部７側の端部が操作部１１に設けられた嵌合凹部１１ａと嵌合することで、
操作部１１の動作に連動して動作するように構成されている。
【００２８】
　図３（ｂ）及び図３（ｄ）に示すように、操作部１１の接続部９側の端部には、操作部
１１がオン状態（図３（ｃ）及び図３（ｄ）に示す状態）にされた際に、保持部８の内部
に設けられた第１の被係止部１４と嵌合する第１の係止部１５が設けられており、操作部
１１がオン状態にされた際に、第１の被係止部１４と第１の係止部１５とが係合すること
で、操作部１１がオン状態で保持されるように構成されている。
【００２９】
　図３（ｂ）及び図３（ｄ）に示すように、接続部９には、使用者がハンドル体２を掃除
機本体１に着脱させる際に操作する着脱操作部１６と、使用者が保持部８を回動させる際
に操作する回動操作部１７とが配置されている。
【００３０】
　着脱操作部１６の掃除機本体１側の端部には、掃除機本体１にハンドル体２が取り付け
られた際に、掃除機本体１の後部に設けられた第２の被係止部１８と嵌合する第２の係止
部１９が設けられており、掃除機本体１にハンドル体２が取り付けられた際に、第２の被
係止部１８と第２の係止部１９とが嵌合することで、ハンドル体２が掃除機本体１に保持
固定されるように構成されている。また、着脱操作部１６には、着脱操作部１６から接続
部９の内部に向かって伸びる第１のリブ２０が延設されている。さらに、第２のロッド１
３には、第２のロッド１３を接続部９内に保持させるとともに第２のロッド１３の動作に
連動して動作する保持部材２１が設けられており、この保持部材２１には、保持部材２１
から着脱操作部１６側に向かって伸びる第２のリブ２２が延設されている。
【００３１】
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　図３（ｂ）、図３（ｄ）、及び、図４に示すように、掃除機本体１の後部には、第２の
ロッド１３の動作に連動して動作するとともに、駆動スイッチ１ａを機械的に操作するス
イッチレバー２３が内蔵されている。このスイッチレバー２３は、バネ２４によって接続
部９側へ付勢されている。また、スイッチレバー２３には、スイッチレバー２３から駆動
スイッチ１ａ側に向かって伸びる操作リブ２５が設けられており、この操作リブ２５によ
って駆動スイッチ１ａが機械的にオン状態及びオフ状態へと操作されるように構成されて
いる。
【００３２】
　以上のように構成された電気掃除機１００について、以下、その動作、作用を説明する
。
【００３３】
　図１（ａ）及び図２（ａ）に示すように、使用者が電気掃除機１００をハンディ型の電
気掃除機として使用する場合、使用者は、掃除機本体１からハンドル体２を取り外した状
態で電気掃除機１００を使用する。この状態で、使用者が掃除機本体１に設けられた本体
把持部５を保持し、電源スイッチ６を前方（集塵部４側）へスライドさせると、電動送風
機（図示せず）が駆動され、吸引風が発生する。電動送風機（図示せず）によって吸引風
が発生された状態で、掃除機本体１を被清掃面上で移動させると、吸込具３の下面に設け
られた吸込口（図示せず）から被清掃面上の塵埃が吸引され、集塵部４で捕集される。
【００３４】
　次に、図１（ｂ）及び図２（ｂ）に示すように、使用者が電気掃除機１００をスティッ
ク型の電気掃除機として使用する場合、使用者は、掃除機本体１にハンドル体２を取り付
けた状態で電気掃除機１００を使用する。
【００３５】
　図３（ｂ）に示すように、使用者によりハンドル体２が掃除機本体１に取り付けられる
と、接続部９に配置された着脱操作部１６の第２の係止部１９が掃除機本体１の後部に設
けられた第２の被係止部１８と嵌合し、ハンドル体２が掃除機本体１に保持固定される。
そして、図２（ｂ）に示すように、ハンドル体２が収納状態（図２（ｂ）に示す状態）で
ハンドル体２を掃除機本体１に取り付けた場合、使用者は、保持部８を回動させ、ハンド
ル体２を収納状態から使用状態（図１（ｂ）に示す状態）へと回動させる。
【００３６】
　図３（ｃ）及び（ｄ）に示すように、ハンドル体２が掃除機本体１に取り付けられ、保
持部８が使用状態とされている状態で、使用者が操作部１１を下方（接続部９側）へと摺
動させ、操作部１１をオフ状態（図３（ａ）及び（ｂ）に示す状態）からオン状態（図３
（ｃ）及び（ｄ）に示す状態）にすると、操作部１１の動作に連動して第１のロッド１２
が下方へと摺動するとともに、第１のロッド１２の動作に連動して第２のロッド１３及び
保持部材２１が下方（掃除機本体１側）へと摺動する。このとき、操作部１１に設けられ
た第１の係止部１５と保持部８に設けられた第１の被係止部１４とが係合することで、操
作部１１がオン状態で保持される。
【００３７】
　図４に示すように、操作部１１及び第１のロッド１２の動作に連動して第２のロッド１
３が下方へ摺動されると、スイッチレバー２３がバネ２４の付勢力に反して第２のロッド
１３によって下方（掃除機本体１側）へと押込まれるとともに、駆動スイッチ１ａがスイ
ッチレバー２３に設けられた操作リブ２５によって機械的にオフ状態（図４（ａ）に示す
状態）からオン状態（図４（ｂ）に示す状態）にされ、電動送風機（図示せず）が駆動さ
れる。この状態で、使用者がハンドル体把持部７を保持し電気掃除機１００を被清掃面上
で移動させると、電動送風機（図示せず）で発生された吸引風によって、吸込具３の下面
に設けられた吸込口（図示せず）から被清掃面上の塵埃が吸引され、集塵部４で捕集され
る。
【００３８】
　次に、使用者が電気掃除機１００の運転を停止させ、電気掃除機１００を収納する場合
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、使用者は、操作部１１を上方（ハンドル体把持部７側）へと摺動させ、駆動スイッチ１
ａをオン状態からオフ状態にし、電動送風機（図示せず）を停止させる。
【００３９】
　図３及び図４に示すように、使用者によって操作部１１が上方へと摺動され、第１の被
係止部１４と第１の係止部１５との係合が解除されると、操作部１１の動作に連動して第
１のロッド１２が上方へと摺動する。第１のロッド１２が上方へと摺動されると、スイッ
チレバー２３及び第２のロッド１３がバネ２４の付勢力により上方へと摺動されるととも
に、駆動スイッチ１ａが操作リブ２５によってオン状態からオフ状態へと機械的に操作さ
れ、電動送風機（図示せず）が停止される。このとき、スイッチレバー２３は、バネ２４
の付勢力によって駆動スイッチ１ａをオフ状態で維持させる位置に保持される。
【００４０】
　使用者が掃除機本体１にハンドル体２を取り付けた状態で電気掃除機１００を収納する
場合、使用者は、接続部９に設けられた回動操作部１７を下方へと摺動させるとともに、
保持部８を回動させ、ハンドル体２を使用状態から収納状態へと回動させて、電気掃除機
１００を収納する。
【００４１】
　また、使用者が掃除機本体１からハンドル体２を取り外した状態で電気掃除機１００を
収納する場合、使用者は、接続部９に設けられた着脱操作部１６を上方へと摺動させ、第
２の被係止部１８と第２の係止部１９との嵌合を解除するとともに、掃除機本体１からハ
ンドル体２を取り外して、電気掃除機１００を収納する。
【００４２】
　ここで、本実施の形態においては、操作部１１がオン状態のまま、使用者により着脱操
作部１６が操作された場合、着脱操作部１６の操作に連動して第２のロッド１３及びスイ
ッチレバー２３が動作し、駆動スイッチ１ａを機械的に停止させるように構成している。
【００４３】
　すなわち、図５に示すように、操作部１１がオン状態（図５（ａ）～（ｃ）の状態）の
ときに、使用者により着脱操作部１６が上方（保持部８側）に摺動され、ハンドル体２が
掃除機本体１から取り外されると、着脱操作部１６の第１のリブと第２のロッド１３に取
り付けられた保持部材２１の第２のリブ２２とが当接し、第２のロッド１３及び保持部材
２１が保持部８側へと摺動される。第２のロッド１３が上方に摺動すると、第２のロッド
１３の動作に連動して第１のロッド１２が上方へと摺動し、第１の被係止部１４と第１の
係止部１５との係合が解除され、操作部１１がオフ状態（図５（ｄ）～（ｆ）の状態）と
なり、駆動スイッチ１ａがオフ状態となる。
【００４４】
　また、操作部１１がオン状態のまま、使用者によりハンドル体２が掃除機本体１に取り
付けられた場合、保持部８が伸ばされた状態で、ハンドル体２が掃除機本体１取り付けら
れると、着脱操作部１６の第２の係止部１９の掃除機本体１側の端部が掃除機本体１と当
接するとともに、着脱操作部１６の第２の係止部１９の掃除機本体１側の端部が接続部９
の内部へと押込まれ、着脱操作部１６が上方へと摺動する。着脱操作部１６が上方へ摺動
すると、着脱操作部１６の第１のリブと保持部材２１の第２のリブ２２とが当接し、第２
のロッド１３及び保持部材２１が保持部８側へと摺動されるとともに、第２のロッド１３
の動作に連動して第１のロッド１２が上方へと摺動し、第１の被係止部１４と第１の係止
部１５との係合が解除され、操作部１１がオフ状態となる。これにより、操作部１１がオ
ン状態のまま、使用者によりハンドル体２が掃除機本体１に取り付けられた場合であって
も、保持部８が伸ばされた状態でハンドル体２が掃除機本体１に取り付けられた際に、電
気掃除機１００の運転が急に開始されることがなく、電気掃除機１００の安全性を向上さ
せることができる。
【００４５】
　以上のように、本実施の形態においては、掃除機本体１にハンドル体２が取り付けられ
た状態で電気掃除機１００が収納された場合であっても、回動操作部１７を操作すること



(9) JP 2012-90761 A 2012.5.17

10

20

30

40

50

でハンドル体２を折りたたんだ状態で電気掃除機１００を収納することができるため、電
気掃除機１００をコンパクトに収納することができ、電気掃除機１００の使い勝手を向上
させることができる。
【００４６】
　また、本実施の形態においては、着脱操作部１６を操作するだけで掃除機本体１にハン
ドル体２を着脱することができ、ハンディ型の電気掃除機１００及びスティック型の電気
掃除機１００の両方で使用することができるため、簡単な操作でハンディ型の電気掃除機
１００及びスティック型の電気掃除機１００の両方で使用することができ、電気掃除機１
００の使い勝手を向上させることができる。
【００４７】
　さらに、本実施の形態においては、第１のロッド１２の第２のロッド１３側の先端が保
持部８の接続部９側の端部から突出しないように構成しているため、操作部１１の状態及
び第１のロッド１２の状態に関わらず、ハンドル体２を折りたたむことができ、電気掃除
機の使い勝手を向上させることができる。
【００４８】
　また、本実施の形態においては、第２のロッド１３が着脱操作部１６の動作に連動して
動作するように構成しているため、掃除機本体１からハンドル体２を取り外す際に、第２
のロッド１３が掃除機本体１に引っかかることがなく、掃除機本体１からハンドル体２を
確実に取り外すことができるとともに、掃除機本体１にハンドル体２を取り付ける際にも
、第２のロッド１３が掃除機本体１に引っかかることがなく、掃除機本体１にハンドル体
２を確実に取り付けることができ、電気掃除機１００の使い勝手を向上させることができ
る。
【００４９】
　さらに、本実施の形態においては、操作部１１がオン状態のまま、使用者により着脱操
作部１６が操作された場合、着脱操作部１６の操作に連動して第２のロッド１３及びスイ
ッチレバー２３が動作し、駆動スイッチ１ａを機械的に停止させるように構成しているた
め、電気掃除機１００の運転状態に関わらず確実に電気掃除機１００の運転を停止させる
ことができ、安全性の高い電気掃除機１００を提供することができる。
【００５０】
　また、本実施の形態においては、使用者が操作部１１を操作することで、第１のロッド
１２、第２のロッド１３、及び、スイッチレバー２３によって駆動スイッチ１ａが機械的
に操作されるように構成しているため、操作部１１の動作に連動させて駆動スイッチ１ａ
を確実に動作させることができる。
【００５１】
　さらに、本実施の形態においては、スイッチレバー２３をバネ２４によって上方に付勢
し、第１の被係止部１４と第１の係止部１５との係合を解除するだけで、駆動スイッチ１
ａをオフ状態にすることができるように構成しているため、簡単な操作で確実に電動送風
機（図示せず）の運転を停止させることができ、電気掃除機１００の使い勝手を向上させ
ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明の電気掃除機によれば、掃除機本体にハンドル体が取り付けられた状態で収納さ
れた場合であってもコンパクトに収納することができるとともに、簡単な操作でハンディ
型の電気掃除機及びスティック型の電気掃除機の両方で使用することができ、電気掃除機
の使い勝手を向上させることが可能となるので、家庭、業務用の電気掃除機の分野・用途
に好適に適用することができる。
【符号の説明】
【００５３】
　１　掃除機本体
　１ａ　駆動スイッチ
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　２　ハンドル体
　３　吸込具
　４　集塵部
　５　本体把持部
　６　電源スイッチ
　７　ハンドル体把持部
　８　保持部
　９　接続部
　１０　回動軸
　１１　操作部
　１１ａ　嵌合凹部
　１２　第１のロッド
　１３　第２のロッド
　１４　第１の被係止部
　１５　第１の係止部
　１６　着脱操作部
　１７　回動操作部
　１８　第２の被係止部
　１９　第２の係止部
　２０　第１のリブ
　２１　保持部材
　２２　第２のリブ
　２３　スイッチレバー
　２４　バネ
　２５　操作リブ
　１００　電気掃除機



(11) JP 2012-90761 A 2012.5.17

【図１】



(12) JP 2012-90761 A 2012.5.17

【図２】



(13) JP 2012-90761 A 2012.5.17

【図３】



(14) JP 2012-90761 A 2012.5.17

【図４】



(15) JP 2012-90761 A 2012.5.17

【図５】



(16) JP 2012-90761 A 2012.5.17

【図６】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

